
（平成２２年４月２８日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 20 件

国民年金関係 6 件

厚生年金関係 14 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 21 件

国民年金関係 6 件

厚生年金関係 15 件

年金記録確認北海道地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



北海道国民年金 事案 1526 

 

第１  委員会の結論 

申立人の昭和 46年 12 月から 50年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

   住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年 12月から 50年３月まで 

昭和 50 年ごろ、夫婦で国民年金加入手続を行った。その際、窓口の担当

者から「昭和 46 年から未加入になっていることと、今ならギリギリ未加入

期間の保険料を納付できること」を教わり、46年 12月にさかのぼって資格

取得する手続を行い、未加入期間の保険料は分割で納付することを依頼して

集金人に納付していた。 

平成 14 年に未納期間があると聞き、Ａ社会保険事務所（当時）及びＢ市

で確認したが、納付した証拠は無いとのことで記録訂正にならなかった。間

違いなく申立期間の保険料を納付していたので納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 50年 12月ごろ夫婦連番で払い出さ

れており、その時点では第２回特例納付可能期間であり、申立人の国民年金の

加入手続及び保険料を納付していたとする申立人の妻は、Ｂ市Ｃ区の担当者か

らの助言により、46年 12月までさかのぼって資格取得したと述べているなど、

加入手続に係る記憶は鮮明である。 

また、申立人及び申立人の妻は 60 歳から国民年金に任意加入し、加入期間

の保険料は申立期間を除きすべて納付していることから、国民年金制度に対す

る意識は高かったものと認められ、納付可能期間の保険料を納付しなかったも

のとは考え難い。 

さらに、申立人の国民年金手帳記号番号周辺の被保険者の大部分が、特例納

付を行ったものと確認できることから、申立人の妻が国民年金の加入手続を行

った当時、Ｂ市では特例納付に係る納付勧奨等の案内が行われていたと推認で



きることから、納付意識の高かった申立人の妻が、特例納付しなかったものと

は考え難い。 

加えて、申立期間のうち、昭和 48 年４月から同年９月までの保険料は、申

立人の国民年金手帳記号番号が払い出された時点では、時効により納付できな

い期間であるが、申立人の手帳記号番号払出時期において、第２回特例納付を

行ったものと確認できる被保険者は、当該期間の保険料も納付済みとなってい

ることから、行政側の不適切な事務処理がうかがえ、申立人についても、当該

期間を含め、他の被保険者と同様に納付したと考えるのが自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



北海道国民年金 事案 1527 

 

第１  委員会の結論 

申立人の昭和 46年 12 月から 50年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

   

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

   住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年 12月から 50年３月まで 

昭和 50 年ごろ、夫婦で国民年金加入手続を行った。その際、窓口の担当

者から「昭和 46 年から未加入になっていることと、今ならギリギリ未加入

期間の保険料を納付できること」を教わり、46年 12月にさかのぼって資格

取得する手続を行い、未加入期間の保険料は分割で納付することを依頼して

集金人に納付していた。 

平成 14 年に未納期間があると聞き、Ａ社会保険事務所（当時）及びＢ市

で確認したが、納付した証拠は無いとのことで記録訂正にならなかった。間

違いなく申立期間の保険料を納付していたので納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 50年 12月ごろ夫婦連番で払い出さ

れており、その時点では第２回特例納付可能期間であり、申立人は、Ｂ市Ｃ区

の担当者からの助言により、46年 12月までさかのぼって資格取得したと述べ

ているなど、加入手続に係る記憶は鮮明である。 

また、申立人は 60 歳から国民年金に任意加入し、加入期間の保険料は申立

期間を除きすべて納付していることから、国民年金制度に対する意識は高かっ

たものと認められ、納付可能期間の保険料を納付しなかったものとは考え難い。 

さらに、申立人の国民年金手帳記号番号周辺の被保険者の大部分が、特例納

付を行ったものと確認できることから、申立人が国民年金の加入手続を行った

当時、Ｂ市では特例納付に係る納付勧奨等の案内が行われていたと推認できる

ことから、納付意識の高かった申立人が、特例納付しなかったものとは考え難

い。 



加えて、申立期間のうち、昭和 48 年４月から同年９月までの保険料は、申

立人の国民年金手帳記号番号が払い出された時点では、時効により納付できな

い期間であるが、申立人の手帳記号番号払出時期において、第２回特例納付を

行ったものと確認できる被保険者は、当該期間の保険料も納付済みとなってい

ることから、行政側の不適切な事務処理がうかがえ、申立人についても当該期

間を含め、他の被保険者と同様に納付していたと考えるのが自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



北海道国民年金 事案 1528 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 56年 10 月から 57年３月までの国民年金保険料（付加保険料

を含む。）については、納付していたものと認められることから、納付記録を

訂正することが必要である。 

   

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

   住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56年 10月から 57年３月まで 

私は、国民年金加入時に、係の人から１か月でも保険料納付が滞ったら

国民年金の受給資格を失うと聞いていたので、後払いしたこともあったが、

家計がどんなに苦しくとも保険料を納付してきた。Ａ市に住んでいた申立

期間当時は、付加保険料と共に銀行口座振替で保険料を納付していた。 

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 46 年７月ごろに国民年金への加入手続をしており、その時

点で時効により納付できない期間を除き保険料を過年度納付し、その後の国民

年金加入期間は申立期間を除き、すべて保険料を納付済みであるほか、厚生年

金保険との切替手続も適切に行われていることから申立人の保険料の納付意

識は高かったものと認められる。 

また、申立人の所持する国民年金保険料納入通知書兼領収証書により、申立

期間の前後の期間は口座振替で納付されていることが確認できることから、申

立期間のみ未納となっているのは不自然である。 

さらに、申立人が当時居住していたＡ市の市役所では、残高不足等で保険料

の口座振替ができなかった場合、納付期限後１か月以内に被保険者に督促状を

送付する取扱いをしていたと回答していることから、申立期間の保険料につい

て口座振替ができなかったとしても、納付意識の高かった申立人は、督促状が

届いた時点で保険料を納付したものと考えるのが自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料（付加保険料を含む。）について、納付していたものと認められる。 



北海道国民年金 事案 1529 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 59年４月から 61年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１  申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

   住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

   申 立 期 間 ： ① 昭和 53年９月から 57年 11月まで 

                        ② 昭和 58年６月から 61年３月まで 

    私は、短大卒業後、家事手伝いをしており、私の母親が私の国民年金加入

手続及び保険料の納付を行ってくれていた。 

昭和 57年 12月から 58年５月までＡ市Ｂ区役所に勤務し、厚生年金保険

に加入していた時にも国民年金保険料を納付していたので、当該期間の還付

手続を行い還付金を受領している。 

    ＊歳以降、国民年金に継続して加入していたことは間違いなく、申立期間

が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が所持している国民年金手帳記号番号は、国民年金手帳前渡整理簿に

より、昭和 61年７月 17日付けでＡ市Ｂ区役所に前渡しされていることが確認

できるほか、周辺被保険者の状況調査により当該手帳記号番号が払い出された

時期は、このころと推認されることから、申立期間の大半は、時効により保険

料を納付することができない期間である。 

   また、仮に申立期間の保険料を納付していたとすると、申立人に別の国民年

金手帳記号番号が払い出されていることが必要となるが、申立人に対し別の国

民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たら

ない。 

   さらに、申立人は、昭和 57年 12月から 58年５月までの厚生年金保険加入

期間における国民年金保険料の重複払いについて還付手続を行い、還付金を受

領したと述べているが、還付整理簿の閲覧調査の結果(58 年７月から 61 年３



月まで)、申立人に対し還付金が支払われた事跡は無い。 

加えて、加入手続及び保険料納付を行ってくれていたとする申立人の母親は

既に他界している上、その母親が申立期間に係る申立人の国民年金保険料を納

付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は見当たらない。 

   一方、申立人の国民年金資格取得日である昭和 58 年６月１日は、申立人が

加入していた厚生年金保険の資格喪失日であり、そこまでさかのぼって国民年

金の被保険者資格が取得されたものと推認できるが、国民年金手帳記号番号が

払い出された 61年７月の時点で時効の成立していない 59年４月から 61年３

月までの期間については、社会保険事務所から過年度納付書が送付されたもの

と考えられるところ、申立人の申立期間以後の国民年金保険料の納付状況から、

当該期間の保険料を納付しなかったものとは考え難い。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立期間のうち昭和 59年４月から 61年３月までの期間の国民年金保険

料を納付していたものと認められる。 



北海道国民年金 事案 1530 

 

第１ 委員会の結論                              

   申立人は、申立期間のうち、昭和 48年４月から 49年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

    

第２ 申立の要旨等 

１  申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

   住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

   申 立 期 間 ： 昭和 47年４月から 49年３月まで 

    昭和 47 年４月に夫と共にＡ市Ｂ区役所で国民年金の加入手続を行った際、

保険料を 遡
さかのぼ

って納付することができると説明を受けたので、夫の分を優先

させて昭和 46年度１年分の夫の保険料をその場で納付した。 

私自身の国民年金保険料については、夫の昭和 46 年度分の翌年度である

47年度及び 48年度の保険料から、半年分ずつ４回に分割してもらって納付

した記憶がある。 

    申立期間が未納とされていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

  申立人は、申立期間以降の国民年金加入期間において、保険料の未納期間は

無く、厚生年金保険及び第３号被保険者からの切替手続等を適切に行っている

ほか、昭和 51年４月から 54年 10月までの申立人の厚生年金保険加入期間に

おいて、その夫は、国民年金に任意加入して引き続き保険料を納付しているな

ど、申立人夫婦の国民年金への関心は高かったものと認められる。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号は、前後の同記号番号の被保険者状況

調査により、昭和 50年 12月ごろ夫婦連番で払い出されたものと推定でき、申

立期間については、その夫も納付済みとされている上、申立期間のうち 48 年

９月以前の期間は時効により保険料を納付できない期間であるが、申立人の夫

の特殊台帳（マイクロフィルム）により、その夫の昭和 48 年度の保険料が一

部時効を迎えている50年12月に一括納付されていることが確認できることか

ら、申立人についても、その夫と同様に当該期間を含め保険料が納付されてい

た可能性がある。 



  しかし、申立期間のうち、昭和 47年４月から 48年３月までの期間につい

ては、ⅰ）申立人は、自分自身の保険料はその夫の保険料を納付した年度の

翌年度分から納付したとしていること、ⅱ）申立人の夫の特殊台帳により、

昭和 46 年度以前の夫の国民年金保険料が未納であること、及び昭和 50 年

12月 22日に 47年度の保険料が特例納付（第２回特例納付：昭和 49年１月

から50年12月まで実施）で一括納付されていることが確認できることから、

申立人夫婦が加入手続時に納付したその夫の保険料は、47 年度の保険料で

あったものと推認でき、申立人は、自分の保険料を 48 年度分から納付し、

それ以前の当該期間については未納であったものと考えられる。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号の払出日からも、申立人が受け取っ

たとする２年度分を半年ずつに４回に分割してもらった納付書は、昭和 48

年度及び 49年度分の過年度保険料であったことが推認できる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和48年４月から49年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 



北海道国民年金 事案 1531 

 

第１ 委員会の結論                              

   申立人の昭和 55 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

    

第２ 申立の要旨等 

１  申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

   申 立 期 間 ： 昭和 55年１月から同年３月まで 

   申立期間の国民年金保険料については、私自身が社会保険事務所（当時）

から送付されて来た過年度納付書に現金を添えてＡ信用金庫Ｂ支店の窓口

で納付したはずである。 

   申立期間の国民年金保険料が未納とされていることは納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は３か月と短期間である上、当該期間の前後の国民年金加入期間に

係る保険料については、申立人が所持しているＣ市の国民年金保険料領収書及

び国民年金被保険者名簿により現年度に納付されていることが確認できる。 

   また、申立人は、申立期間の国民年金保険料について、過年度納付書に現金

を添えてＡ信用金庫Ｂ支店の窓口で納付したと具体的に述べているところ、申

立人が所持している領収書からも、申立期間の直前の期間（昭和 54年 10月か

ら同年 12 月まで）について、同金融機関で納付されていることが確認できる

ことから、申立内容に不自然さは無い。 

   さらに、申立期間当時、申立人には、国民年金保険料の納付に支障を来すよ

うな生活上の事情等も見当たらない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



北海道厚生年金 事案 1930 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支社における

厚生年金保険被保険者資格喪失日に係る記録を昭和 40 年１月１日に訂正し、

申立期間の標準報酬月額を２万 6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 39年 10月１日から 40年１月１日まで 

昭和 36年 11月にＡ社に入社し、平成６年３月まで勤務したが、申立期間

の厚生年金保険の加入記録が確認できない。 

勤務期間中に何度か転勤したが、継続して勤務していたので、申立期間に

ついて厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が保管する在籍証明書、Ｂ社が保管する人事記録（職歴証明書）、健

康保険組合の加入記録及び複数の同僚の供述から判断すると、申立人はＡ社に

継続して勤務し（昭和 40年１月１日にＡ社Ｃ支社から同社Ｄ支社へ異動）、申

立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ支社における昭

和 39年９月の社会保険事務所（当時）の記録から、２万 6,000円とすること

が妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料の納付義務を履行したか否かに

ついては、オンライン記録によると、当該事業所は平成 12年 11 月 30日に厚

生年金保険の適用事業所に該当しなくなっている上、当該事業所の業務を継承

するＢ社も当時の厚生年金保険に係る資料を保存しておらず不明としており、

このほかに確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、明らか



でないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険

事務所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺

事情が見当たらないことから、行ったとは認められない。 



北海道厚生年金 事案 1931 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支社における厚生年金保険被保

険者資格喪失日に係る記録を昭和 56 年２月１日に訂正し、申立期間の標準報

酬月額を 38万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 56年１月 21日から同年２月１日まで 

昭和 34年４月から平成 10年３月末までＡ社に勤務していたが、申立期間

の厚生年金保険の加入記録が確認できない。 

申立期間は同社Ｂ支社長として勤務し、給与から厚生年金保険料が控除さ

れていたので、申立期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録、Ａ社の業務を継承するＣ社が保管する人事記録及

び同社の回答から判断すると、申立人はＡ社に継続して勤務し（昭和 56 年２

月１日にＡ社Ｂ支社から同社本社へ異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支社における昭

和 55 年 12 月の社会保険事務所(当時)の記録から、38 万円とすることが妥当

である。 

   なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否

かについては、オンライン記録によると当該事業所は平成 13 年７月１日に厚

生年金保険の適用事業所に該当しなくなっている上、当該事業所の業務を継承

するＣ社も当時の厚生年金保険に係る資料を保存しておらず不明としており、

このほかに確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、明らか



でないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険

事務所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺

事情が見当たらないことから、行ったとは認められない。 



北海道厚生年金 事案 1932 

 

第１  委員会の結論 

１ 申立人は、申立期間①の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における厚生年金保険被

保険者資格取得日に係る記録を昭和 47年７月１日に訂正し、申立期間①の

標準報酬月額を、47 年７月は 10 万 4,000 円、同年８月は 11 万 8,000 円と

することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間①の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

２ 申立人は、申立期間②の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＢ社Ｃ部における厚生年金保

険被保険者資格取得日に係る記録を平成７年７月 21日に訂正し、申立期間

②の標準報酬月額を 59万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間②の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

   住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 47年７月１日から同年９月１日まで 

② 平成７年７月 21日から同年 11月１日まで 

申立期間①について、昭和 47年７月１日にＡ社を設立するということで、

関連会社のＤ社から移籍したが、厚生年金保険の被保険者となったのは同

年９月１日からとなっている。 

申立期間②について、Ｅ商品の販売会社であったＦ社を平成７年７月 21

日に定年退職後、すぐにＢ社Ｃ部に勤務したが、厚生年金保険の被保険者

となったのは、同年 11月１日となっている。 

いずれの申立期間においても給与明細書があり、厚生年金保険料が控除さ

れている旨の記載があるので、年金記録の訂正をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人が所持している給与明細書、事業主の供述及



び雇用保険の被保険者記録から、申立人がＡ社に昭和 47 年７月１日から継

続して勤務し、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められる。 

また、申立期間①の標準報酬月額については、申立人が所持している給与

明細書から、昭和 47年７月は 10万 4,000 円、同年８月は 11万 8,000円と

することが妥当である。 

一方、オンライン記録によれば、Ａ社は、申立期間①において、厚生年

金保険の適用事業所としての記録が無い。しかし、申立期間①当時、当該事

業所は法人事業所であり、申立人及び複数の同僚の供述から当該事業所に５

人以上の従業員が常時勤務していたことが確認できることから、当時の厚生

年金保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたものと判断される。 

なお、事業主は、申立期間①において、厚生年金保険の適用事業所とし

ての要件を満たしておりながら、社会保険事務所（当時）に適用の届出を行

っていなかったと認められることから、申立人の申立期間①に係る厚生年金

保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

２ 申立期間②について、申立人が所持している給与明細書及び事業主の申立

人に係る勤務実態に関する供述内容により、申立人が申立期間②にＢ社Ｃ部

に勤務し、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められる。 

また、申立期間②の標準報酬月額については、申立人が所持している給与

明細書から、59万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は保険料を納付したか否かについては不明としているが、雇用

保険及び厚生年金保険の被保険者資格取得日の記録が平成７年 11 月１日と

なっており、公共職業安定所及び社会保険事務所の双方が誤って同じ資格取

得日と記録したとは考え難いことから、事業主が同日を資格取得日として届

け、その結果、社会保険事務所は申立人に係る同年７月から同年 10 月の厚

生年金保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間②に

係る厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



北海道厚生年金 事案 1933 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を両事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者

資格喪失日に係る記録を昭和 44 年９月４日に、Ｂ社における同資格取得日に

係る記録を同年９月 10 日に訂正し、当該期間の標準報酬月額をそれぞれ４万

5,000円とすることが必要である。 

なお、両事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等       

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

 

    ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年８月 31日から同年 11月１日まで 

     「ねんきん特別便」で、申立期間の厚生年金保険被保険者期間が欠落して

いたが、Ａ社に勤務し、途中で社名がＢ社に変わったが、勤務は継続してい

たし、休職していたことも無い。厚生年金保険料も給与から控除されていた

ので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が勤務していたと申し立てているＡ社及びＢ社については、商業登記

簿謄本によると、Ａ社は昭和 44年９月４日に解散し、Ｂ社は同年９月 10日に

設立されていることが確認できる。一方、申立期間当時、Ａ社に勤務していた

Ｂ社の代表取締役は、「Ｂ社は、Ａ社を解散し、その後すぐに設立した会社で

あり、会社の所在地や事業内容も全く同じで、事業も継続して行っていたと思

う。また、申立人は継続して勤務していた。」と供述している上、複数の同僚

も「申立人は、両社で継続して勤務していた。」と供述していることから判断

すると、申立人は、申立期間について、Ａ社及びＢ社において、継続して勤務

していたと認められる。 

   また、申立人は、申立期間に係る給料賃金支払票を保管しており、当該賃金

支払票から厚生年金保険料が控除されていることが確認できる。 

  これらを総合的に判断すると、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料を事



業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、給料賃金支払票の厚生年金保

険料控除額から、４万 5,000円とすることが妥当である。 

   一方、オンライン記録によれば、Ａ社は昭和 44年８月 31日に厚生年金保

険の適用事業所に該当しなくなっており、Ｂ社が同保険の適用事業所に該当

するようになったのは同年 11月１日であることが確認できることから、申立

期間はいずれの事業所も適用事業所に該当していない。 

   しかし、前述の申立人の勤務実態等に対するＢ社の事業主の供述により、

Ａ社からＢ社への移行に際しては、事業が継続していたことが認められる上、

両事業所の健康保険厚生年金保険被保険者原票により、申立人と同様に、Ａ

社における厚生年金保険被保険者資格を昭和 44 年８月 31 日に喪失し、Ｂ社

において同年 11 月１日に同資格を取得している同僚が８人認められるとこ

ろ、このうち複数の同僚が「申立期間中、勤務は継続していたし、厚生年金

保険料も控除されていたと思う。」と供述していることから、両事業所は申立

期間において当時の厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満たしてい

たものと判断される。 

なお、事業主は、申立人の申立期間において、厚生年金保険の適用事業所

の要件を満たしていながら、社会保険事務所（当時）にその適用の届出を行

っていなかったと認められることから、申立人の申立期間に係る厚生年金保

険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



北海道厚生年金 事案 1934 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者資

格取得日に係る記録を平成３年 11 月１日、同資格喪失日に係る記録を４年７

月 18日とし、申立期間の標準報酬月額を 13万 4,000円とすることが必要であ

る。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

     

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等       

    氏    名  ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 45年生 

        住    所 ：  

                   

    ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年 11月１日から４年７月 18日まで 

    平成３年 11月１日にＡ社に正社員として採用され、４年７月 17日まで勤

務したが、厚生年金保険の加入記録が無い。しかし、Ｂ市役所からの平成４

年度市民税・県民税通知書には「Ａ社から退職の届出を受けた。」旨が記載

されており、同社に勤務していたのは間違いない。 

申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

     申立人の雇用保険被保険者記録によると、Ａ社で平成３年 11 月１日に被保

険者資格を取得し、４年７月 17 日に離職していることが確認できること及び

複数の同僚の供述があることから、申立人が申立期間において同社に勤務して

いたことが認められる。 

     また、Ａ社から提出のあった申立人に係る平成４年分給与所得の源泉徴収票

によると、社会保険料等の控除額は 10万 5,427円であることが確認できると

ころ、同金額は、４年１月から同年７月までに支給された給与に係る厚生年金

保険料、健康保険料及び雇用保険料について試算した控除額とほぼ一致するこ

とが認められ、同社の社会保険料等は翌月控除であることから、当該源泉徴収

票の社会保険料等の控除額には３年 12 月分から４年６月分までの厚生年金保

険料も含まれているものと判断できる。 



     さらに、申立人が名前を挙げた上司及び同僚二人の合計３人に照会し、全員

から回答を得たところ、同僚二人は「申立人は請求書発行や入金確認等の事務

を行っていた。」と供述している上、当時の社会保険及び経理担当者でもあっ

た当該上司は「申立人は正社員であったので、当然、厚生年金保険に加入して

然るべきであり、同保険料も控除されていたと思う。」と供述している。 

加えて、オンライン記録によると、当該上司及び同僚について、申立期間に

おいて全員に厚生年金保険被保険者としての記録が確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人と同時期に入社した同職

種の同僚に係る平成３年 10月のオンラインの記録から 13万 4,000円とするこ

とが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、同保険料を納付したか否かについては不明としているが、仮に、

事業主から申立人に係る厚生年金保険被保険者資格の取得届が提出された場

合には、その後被保険者資格の喪失届を提出する機会があったこととなるが、

いずれの機会においても社会保険事務所（当時）は当該届出を記録していない。

これは、通常の事務処理では考え難いことから、事業主から当該社会保険事務

所へ厚生年金保険被保険者資格の得喪等に係る届出は行われておらず、その結

果、社会保険事務所は申立人に係る平成３年 11月１日から４年７月 18日まで

の期間に係る厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、

申立人に係る申立期間の同保険料を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 



北海道厚生年金 事案 1935 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 62 年５月１日から同年６月１日までの期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られることから、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者資格取得日を同

年５月１日、同資格喪失日を同年６月１日とし、当該期間に係る標準報酬月額

を 11万 8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 62年４月ごろから同年 11月ごろまで 

昭和 62年４月ごろから同年 11月ごろまでＡ社に勤務していたが、当該期

間は厚生年金保険の加入記録が無い。当時の給与支給額等を記入したノート

を所持しているので、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立人から提出された当時の給与支給額等が記載されたノート、雇用保険

の被保険者記録、並びに当時の取締役及び複数の同僚の供述から判断する

と、申立人は、申立期間にＡ社に勤務していたことが認められる。 

２ 申立期間のうち、昭和 62 年５月１日から同年６月１日までの期間につい

て、申立人が給与明細書から転記したとするノートには、61 年５月から同

年 11月までの各月及び 62年から平成元年までの各年４月から 11月までの

各月における給与支給額及び源泉所得税額等が記載されているところ、当該

ノートの勤務等に関連する記述等から判断して、申立期間当時に申立人自身

が給与明細書から転記したものと推認できる。しかも、そのノートには、昭

和 62 年６月分の厚生年金保険料として 7,316 円、健康保険料として 4,897

円と記載されており、このうち、当該厚生年金保険料についてみると、同保

険料額は、ノートに記載されている 61 年の５月分、６月分及び７月分の給

与支給額を基礎とする同年 10 月からの標準報酬月額から算出される同保険



料額と一致する。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人は、申立期間のうち、昭和 62 年５月１日から同年６月１日までの期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたものと認

められる。 

    また、当該期間の標準報酬月額については、申立人のノートに記載されて

いる厚生年金保険料額の記録から、11万8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、当時の取締役は不明としているが、仮に、事業主から申立人に係る厚

生年金保険被保険者資格の取得届が提出された場合には、その後同被保険者

資格の喪失届も提出されていると思われるところ、いずれの機会においても

社会保険事務所（当時）が当該届出を記録しないとは考え難いことから、事

業主から当該社会保険事務所へ資格の得喪に係る届出は行われておらず、そ

の結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 62 年５月の厚生年金保険料

について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係る同保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

  ３ 一方、申立期間のうち、昭和 62 年４月ごろから同年５月１日までの期間

及び同年６月１日から同年 11月ごろまでの期間について、Ａ社は、オンラ

イン記録によれば平成 13 年 12 月１日に厚生年金保険の適用事業所に該当

しなくなっているため、申立期間当時に当該事業所の取締役であった者に

照会したが、「会社の経営者が替わったため、当時の資料の所在等は分か

らない。また、申立人に対する厚生年金保険の適用状況及び同保険料の控

除については分からない。」と供述している。 

また、前述した申立人の当時の給与支給額等が記載されたノートに記載さ

れていた各月の給与支給額等の金額を基に昭和62年４月から同年11月まで

の各月における給与支給総額、控除されていた社会保険料及び所得税額を試

算したところ、同年６月の所得税額については、給与総支給額から社会保険

料が控除された額を基に算出された金額となっていることが確認できるが、

同年４月及び同年５月並びに７月から同年 11 月までについては、ノートに

記載されている所得税額は、給与総支給額から厚生年金保険料額及び健康保

険料額を控除せずに算出された金額と一致することから判断して、申立期間

のうち、同年４月１日から同年５月１日までの期間及び同年６月１日から同

年 11月 30日までの期間については、厚生年金保険料が控除されていないも

のと考えるのが合理的である。 

なお、申立人が当該期間について、厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無い。 

 このほか、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 



 これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



北海道厚生年金 事案 1936 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における厚生年金保険被保

険者資格取得日に係る記録を昭和 28年 10 月 31日、同資格喪失日に係る記録

を 29年３月５日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 8,000円とすることが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 28年 10月 31日から 29年３月５日まで 

昭和 28年 10月 31日付けでＣ社からＡ社Ｂ支店に指導及び応援のため転

勤になり、29 年３月５日まで同支店に勤務していた。厚生年金保険料は給

与から控除されていたので、厚生年金保険の被保険者であったことを認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社Ｂ支店の業務を承継しているＣ社から提出された健康保険厚生年金保

険被保険者資格喪失届及び同資格取得届の記載内容並びに同僚の供述から判

断すると、申立人は、申立期間において、Ａ社Ｂ支店に勤務していたことが認

められる。 

   また、Ｃ社は、「申立期間に係る厚生年金保険料を給与から控除していた。」

と回答している。 

さらに、申立期間において、Ａ社Ｂ支店に勤務していた同僚のうち、連絡先

が判明した６人に照会したところ、４人から回答があり、すべての者が「厚生

年金保険には全員が加入し、同保険料が給与から控除されていた。」と供述し

ている上、オンライン記録によると、当該同僚について、申立期間において、

全員に厚生年金保険被保険者としての記録が確認できることから、申立人は、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと



が認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＣ社における昭和 28

年９月及び 29 年３月の社会保険事務所（当時）の記録から、8,000 円とする

ことが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否

かについては、Ｃ社は不明としているが、仮に、事業主から申立人に係る厚生

年金保険被保険者資格の取得届が提出された場合には、その後、同被保険者資

格の喪失届を提出する機会があったこととなるが、いずれの機会においても社

会保険事務所が当該届出を記録していない。これは通常の事務処理では考え難

いことから、事業主から当該社会保険事務所へ被保険者資格の得喪等に係る届

出は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 28 年

10月から 29年２月までの厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず、

事業主は、申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと

認められる。 



北海道厚生年金 事案 1937 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち昭和 35 年３月 27 日から同年８月 20 日までの期

間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

ることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店における厚生年金保険被保

険者資格喪失日に係る記録を同年８月 20 日に訂正し、当該期間の標準報酬月

額を１万 4,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

また、申立人は、申立期間のうち昭和 35 年８月 20 日から同年 10 月１日ま

での期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められることから、申立人のＤ社（現在は、Ｂ社）における厚生年金保険被保

険者資格取得日に係る記録を同年８月 20 日に訂正し、当該期間の標準報酬月

額を１万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 35年３月 27日から同年 10月１日まで 

昭和 32年８月にＡ社本社から同社Ｃ支店に転勤となり、35年に社名がＤ

社に変わった後、36年６月まで継続して勤務し、Ｅ業務に従事していたが、

申立期間について厚生年金保険の加入記録が確認できない。申立期間におい

てもＡ社Ｃ支店の工場の２階にあった寮に住んでおり、給与も変わりなく支

払われ、手取額も変わらなかった。 

厚生年金保険料の給与からの控除を確認できる給与明細書等は無いが、

申立期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ オンライン記録により、申立期間当時、Ａ社Ｃ支店及びＤ社の両社におい

て厚生年金保険の被保険者であったことが確認でき、生存及び所在が確認さ



れた者９人に照会したところ、回答があった７人のうち５人が、いずれも、

「申立人は申立期間においてもＡ社Ｃ支店及びＤ社に継続して勤務してお

り、途中で退社したことは無かった。」と供述しており、このうち２人は、

「当時、申立人はＥ業務担当であったが、申立期間も変わらず同業務に従事

しており、勤務形態にも変化は無かった。」と供述している上、他の２人は、

「仮に、一旦退社した後、短期間で再入社した者がいれば、大きな会社では

ないので、社内でも話題になって印象に残るはずであるが、申立人にそのよ

うな事情は無く、継続して勤務していたのは間違いない。」と供述している

ことから判断すると、申立人は、申立期間においてＡ社Ｃ支店及びＤ社に継

続して勤務していたことが認められる。 

また、事業所名簿によると、Ａ社Ｃ支店は昭和 35年８月 20日に厚生年金

保険の適用事業所に該当しなくなっているところ、商業登記簿謄本の記録に

よれば、Ｄ社が、Ａ社Ｃ支店の所在地であったＦ県Ｃ市＊条＊丁目に本店住

所を移転したのが同日であったことが確認できることを踏まえると、申立て

の事業所は、同日まではＡ社Ｃ支店であり、同日以降はＤ社であったと考え

るのが妥当である。 

２ 申立期間のうち昭和 35年３月 27日から同年８月 20日までの期間につい

ては、上述の厚生年金保険被保険者であった者５人のうち、本人から、当該

期間においてＡ社Ｃ支店において経理事務を担当していたとの供述が得ら

れたとともに、他の被保険者であった者からも「Ａ社Ｃ支店の総務課長であ

った。」との供述が得られた者は、「当時、Ａ社Ｃ支店では、勤務していた者

に給与を支給しないことは考えられず、また、臨時職員等もいなかったこと

から、勤務していた者はすべて厚生年金保険に加入させており、給与が支給

されれば必ず同保険料を控除していたため、申立人についても継続して給与

から同保険料を控除していたのは間違いない。」と供述している。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人は、申立期間のうち昭和 35年３月 27 日から同年８月 20日までの期

間において厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたものと

認められる。 

また、申立期間のうち昭和 35年３月 27日から同年８月 20日までの期間

の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ支店に係る同年２月の社会保険

事務所の記録から、１万 4,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、事業主は不明としており、これを確認できる関連資料及

び周辺事情が見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る届出を社

会保険事務所に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周



辺事情が見当たらないことから、行ったとは認められない。 

３ 申立期間のうち昭和 35年８月 20日から同年 10月１日までの期間につい

ては、Ａ社Ｃ支店及びＤ社の健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿に

よると、Ａ社Ｃ支店で同年８月 20 日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失

し、その後Ｄ社で同保険の被保険者資格を取得したことが確認できる 30 人

のＤ社における被保険者資格取得日は、いずれも、申立人と同日の同年 10

月１日となっており、同年８月及び同年９月の同保険の加入記録が確認でき

ないが、このうち生存及び所在が確認された者９人に照会したところ、回答

があった７人のうち勤務期間、給与の支給状況等について供述が得られた５

人全員が、いずれも「Ａ社からＤ社となった際にも、会社は営業を継続して

おり、昭和 35 年８月及び同年９月も継続して勤務していた。給与もそれま

でどおり支給され、手取額にも変化が無かったので、社会保険料も継続して

控除されていたはずである。」と供述しているほか、当該５人のうち上記２

において経理事務担当者であったとの供述が得られた者は、「私は、Ａ社か

らＤ社に引き続き勤務したが、Ｄ社となった当初は、新会社に移行当初の担

当者の不慣れから業務に支障をきたす場面が多々あり、社会保険についても、

届出が適切に行われないことにより、従業員の給与から控除した保険料が社

会保険事務所に納付されない可能性はあった。」と供述している。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人は、申立期間のうち昭和 35年８月 20 日から同年 10月１日までの期

間において厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたものと

認められる。 

また、申立期間のうち昭和 35年８月 20日から同年 10月１日までの期間

の標準報酬月額については、申立人のＤ社に係る同年 10 月の社会保険事務

所の記録から、１万円とすることが妥当である。 

一方、事業所名簿によれば、Ｄ社が厚生年金保険の適用事業所となった

のは昭和 35年 10月１日であることが確認できることから、申立期間のうち

同年８月20日から同年10月１日までの期間については厚生年金保険の適用

事業所としての記録が無い。しかし、商業登記簿謄本の記録によると、同社

は当該期間において法人事業所であったことが確認できる上、上述の同社に

おいて厚生年金保険被保険者であった者の供述からも、同社が常時５人以上

の従業員を使用する事業所であったことが確認できることから、当時の厚生

年金保険法に定める同保険の適用事業所の要件を満たしていたものと判断

される。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は不明としているが、申立期間のうち昭和 35年８月 20日か

ら同年 10 月１日までの期間において厚生年金保険の適用事業所でありなが

ら社会保険事務所に適用の届出を行っていなかったと認められ、その結果、



社会保険事務所は、申立人に係る同年８月及び同年９月の厚生年金保険料に

ついて納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係る申立期間のうち

同年８月20日から同年10月１日までの期間の同保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 



北海道厚生年金 事案 1938 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における厚生年金保険被保

険者資格取得日に係る記録を昭和 45 年７月１日に訂正し、申立期間の標準報

酬月額を８万 6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 45年７月１日から同年９月１日まで 

昭和 45年７月１日にＡ社Ｃ支店から同社Ｂ支店に転勤を命じられ、申立

期間も継続して勤務していたが、厚生年金保険の加入記録が確認できない。 

申立期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が保管する昭和 45 年７月１日付け転勤辞令、申立人がＡ社Ｂ支店で

一緒に勤務していたとする複数の同僚の供述、及び雇用保険の被保険者記録か

ら判断すると、申立人がＡ社に継続して勤務し（昭和 45 年７月１日にＡ社Ｃ

支店から同社Ｂ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支店に係る昭和

45 年９月の社会保険事務所（当時）の記録から、８万 6,000 円とすることが

妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否

かについては、事業主は不明としており、これを確認できる関連資料及び周辺

事情が見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主



が申立てどおりの厚生年金保険被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険

事務所に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が

見当たらないことから、行ったとは認められない。 



北海道厚生年金 事案 1939 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における厚生年金保険被保

険者資格取得日に係る記録を昭和 46年４月 10日に訂正し、申立期間の標準報

酬月額を５万 2,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 46年４月 10日から同年５月１日まで 

昭和 43 年４月にＡ社に入社してから、平成 20 年９月に退職するまで、

継続して同社に勤務していたが、同社Ｃ支店から同社Ｂ支店に転勤した申立

期間について、厚生年金保険の加入記録が確認できない。 

申立期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が保管する職員転勤に関する稟議
り ん ぎ

書、及び雇用保険の被保険者記録から

判断すると、申立人がＡ社に継続して勤務し（昭和 46年４月 10日にＡ社Ｃ支

店から同社Ｂ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支店に係る昭和

46 年５月の社会保険事務所（当時）の記録から、５万 2,000 円とすることが

妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否

かについては、事業主は不明としており、これを確認できる関連資料及び周辺

事情が見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの厚生年金保険被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険

事務所に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が

見当たらないことから、行ったとは認められない。 



北海道厚生年金 事案 1940 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社Ｂ事業所における厚生年金保険第３種被保険者の資格取得日

は昭和 27年 11月 16 日、資格喪失日は 28年９月 15日であると認められるこ

とから、申立期間に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、8,000円とすることが妥当であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 27年 11月から 28年９月まで 

申立期間はＡ社Ｂ事業所に勤務し、Ｃ作業に従事していたが、厚生年金保

険の加入記録が確認できない。 

厚生年金保険料の給与からの控除を確認できる給与明細書等は無いが、申

立期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社Ｂ事業所の健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿により、申立人

と同姓同名で、かつ同じ生年月日の者が、当該事業所において昭和 27 年 11

月 16 日に同保険の第３種被保険者資格を取得し、28 年９月 15 日に資格喪失

した記録が確認できる。 

また、オンライン記録によれば、当該記録は未収録となっているが、ⅰ）当

該事業所の健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿において、申立人の厚

生年金保険の記号番号欄は空欄となっているところ、同名簿において、申立人

と同日に被保険者資格を取得した他の一人も、申立人と同様に厚生年金保険の

記号番号欄が空欄となっている一方で、同人の当該事業所に係る被保険者記録

はオンライン記録に収録済みとなっていること、ⅱ）日本年金機構Ｄブロック

本部Ｄ事務センターに対し、同名簿において厚生年金保険の記号番号欄が空欄

となっている理由について照会したところ、「詳細は不明であるが、記号番号

欄の空欄については、資格取得時において既に別の厚生年金保険手帳記号番号

が払い出されていることがうかがわれた等により、確認の上、後日、記号番号



を記入する予定であったものが、未記入のままとなったものと推察される。」

と回答していること、ⅲ）同名簿において、健康保険整理番号が申立人の１番

手前である被保険者については、厚生年金保険の手帳記号番号欄に記載された

記号番号が当該事業所で新たに払い出されたものではないことが確認できる

ところ、同名簿の備考欄に、「記号番号調査のため払出し遅延したるもの」と

の押印が確認でき、これは、前述の日本年金機構の回答を裏付けるものである

ことを踏まえると、当該記録が申立人の厚生年金保険被保険者記録としてオン

ライン記録に収録されていないのは不自然である。 

これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人がＡ社Ｂ事業所において厚

生年金保険第３種被保険者資格を昭和 27年 11月 16日に取得し、28年９月 15

日に資格喪失した旨の届出を行ったことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ事業所に係る社

会保険事務所（当時）の記録から、8,000円とすることが妥当である。 



北海道厚生年金 事案 1941 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間②について、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険

者資格取得日は平成７年 11月１日、同資格喪失日は８年２月 27日であると認

められることから、申立人の当該事業所における資格取得日及び資格喪失日に

係る記録を訂正することが必要である。 

   なお、申立期間②の標準報酬月額については、44 万円とすることが必要で

ある。 

また、申立期間①の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められることから、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者資格

取得日に係る記録を平成７年 10月 25日とし、申立期間①に係る標準報酬月額

を 10万 4,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間①の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

    

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成７年 10月 25日から同年 11月１日まで 

             ② 平成７年 11月１日から８年２月 27日まで 

             ③ 平成８年２月 27日から同年３月１日まで 

    平成７年 10 月 25日にＡ社に入社し、Ｂ職として８年２月 29日まで勤務

したが、当該事業所における厚生年金保険の加入状況を確認したところ、加

入記録が無かった。 

    申立期間について、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 雇用保険の被保険者記録及びＡ社の破産管財人が作成した申立人の未払

賃金立替払に係る証明書から判断すると、申立人は、当該事業所に平成７年

10 月 25 日に入社し、８年２月 29 日に退職となり、申立期間①、②及び③

において当該事業所で勤務していたことが認められる。 

  ２ 申立期間②について、オンライン記録によると、申立人の当該事業所にお



ける厚生年金保険被保険者記録は、当初、平成７年 11 月１日に被保険者資

格を取得しているところ、当該事業所が厚生年金保険の適用事業所に該当し

なくなった日である７年８月１日より後の８年２月 27 日付けで、７年 11

月１日までさかのぼって、被保険者資格の取得記録の取消処理が行われてい

ることが確認できる。 

    また、オンライン記録では、当該事業所は、平成７年８月１日に厚生年金

保険の適用事業所に該当しなくなった旨の処理がされているが、同日に厚生

年金保険の被保険者資格を喪失している同僚の記録の中には、同日以降の異

なる日付で被保険者資格を喪失した旨の記録を７年８月１日にさかのぼっ

て訂正されている者が複数存在しており、かつ、当該訂正処理前の記録から、

同日において、当該事業所が適用事業所としての要件を満たしていたと認め

られることから、当該適用事業所に該当しなくなったとする処理を行う合理

的な理由は見当たらない。 

    さらに、給与明細書から、申立人は、申立期間②において、厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが確認できる。 

    これらを総合的に判断すると、申立人について、上記資格取得に係る記録

訂正処理を行う合理的な理由は無く、当該取得訂正処理に係る記録は有効な

ものとは認められないことから、申立人の申立期間②における資格取得日に

係る記録は事業主が社会保険事務所（当時）に当初届け出た平成７年 11 月

１日、資格喪失日に係る記録は社会保険事務所の処理日と同日の８年２月

27日とすることが必要と認められる。 

    なお、申立期間②に係る標準報酬月額については、厚生年金保険被保険者

資格取消前の平成７年 11月のオンライン記録から、44万円とすることが必

要である。 

３ 申立期間①について、上記１のとおり、申立人の当該事業所における勤務

が認められる。 

    また、申立人から提出のあった給与明細書によると、申立人は、平成７年

10 月分の給与からは、社会保険料（健康保険料及び厚生年金保険料）が控

除されていないが、同年 11 月分の給与からは、２か月分の社会保険料に相

当する額を控除されていることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は申立期間①に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認められる。 

また、申立期間①の標準報酬月額については、申立人が所持する平成７年

10月分の給与明細書の給与支給額から、10万 4,000円とすることが妥当で

ある。 

    なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、当該事業所は既に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっており、

元事業主も既に死亡していることから確認できず不明であり、このほかに確



認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、明らかでないと判

断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの厚生年金保険被保険者資格の取得日に係る届出を社会

保険事務所に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺

事情が見当たらないことから、行ったとは認められない。 

  ４ 申立期間③について、上記１のとおり、申立人の当該事業所における勤務

は認められる。 

    しかしながら、オンライン記録によると、当該事業所は、平成７年８月１

日に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっており、申立期間③当時は、

厚生年金保険の適用事業所に該当していないことが確認できる。 

    また、商業法人登記簿謄本によると、当該事業所は、平成 12 年３月６日

に破産している上、事業主は既に死亡していることから、申立人の申立期間

③に係る厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

    さらに、当該事業所の破産管財人に照会したが、申立期間に係る厚生年金

保険料の控除があったことをうかがわせる回答は得られなかった。 

    加えて、申立人が所持する未払賃金立替払決定・支払通知書から、申立人

が平成８年２月分の給与について、賃金の支払の確保等に関する法律（昭和

51年法律第 34号）により、事業主の未払賃金の一部について国から立替払

を受け、事業主から直接給与の支給を受けていないことが確認でき、申立人

の申立期間③における厚生年金保険料の控除が行われたことまでは認めら

れない。 

    その上、申立人が申立期間③に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無い。 

    このほか、申立人の申立期間③における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、  

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間③に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



北海道厚生年金 事案 1942 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められることから、申立人のＡ社における厚生年金保険被保

険者資格喪失日に係る記録を平成 17 年４月１日に訂正し、申立期間の標準報

酬月額を 62万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 17年３月 31日から同年４月１日まで 

   平成 15年５月１日にＡ社に入社し、17年３月 31日まで勤務した。 

   当該事業所における厚生年金保険の加入状況を確認したところ、申立期間

について加入記録が無かった。 

   年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 雇用保険の被保険者記録、賃金台帳及び給与明細書より、申立人が申立期間

にＡ社に継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことが認められる。 

 また、申立期間の標準報酬月額については、平成 17 年３月分の給与明細書

の厚生年金保険料控除及び申立人のＡ社における同年２月の社会保険事務所

（当時）の記録から、62万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主が厚生年金保険被保険者資格喪失日を平成 17 年４月１日と届け出

たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを同年３月 31 日と誤って記録する

ことは考え難いことから、事業主が同日を資格喪失日として届け、その結果、

社会保険事務所は申立人に係る同年３月の厚生年金保険料の納入告知を行っ

ておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付される

べき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申

立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



北海道厚生年金 事案 1943 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における被保険者資格喪失日

に係る記録を平成５年７月 16日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 24万円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等       

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

住    所 ：  

                   

    ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年６月 26日から同年７月 16日まで 

Ａ社に勤務していた期間における厚生年金保険の被保険者期間について、

ねんきん特別便に記録されていた被保険者月数と所持していた給与明細書

に記載されていた厚生年金保険料の控除月数を比べたところ、ねんきん特別

便に１か月のもれのあることが分かった。 

当該事業所では、申立期間に係る厚生年金保険料を給与から控除していた

ことを認めているので、厚生年金保険の被保険者期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が提出した給与明細書（写し）、Ａ社の回答及び雇用保険の被保険者

記録により、申立人は、申立期間において同社に継続して勤務し、申立期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人が提出した給与明細書（写

し）により確認できる支給総額から、24万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該事業所が保管する厚生年金基金加入員資格喪失届の資格喪失年月日欄

に平成５年６月 26 日と記載されており、事業主は「当該届出書は、社会保険

事務所（当時）に提出する健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届と同様式

であり、資格喪失日を誤って記載した。」と回答していることから、事業主が



同日を厚生年金保険被保険者資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務

所は、申立人に係る申立期間の保険料について納付の告知を行っておらず（社

会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に

充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は申立期間に係る厚

生年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 



北海道国民年金 事案 1532 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36年８月から 39年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年８月から 39年３月まで 

私は中学校を卒業してから、家業の跡継ぎとして実家の仕事を手伝ってい

た。 

申立期間の国民年金保険料については、当時同居していた私の母親と３歳

年上の姉が納付済期間となっており、私の分も父親が納付してくれていたは

ずなので、申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人自身は自分の国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与していな

い上、申立人の保険料を納付していたとする申立人の父親から納付状況等を聴

取することができないため、申立期間当時の具体的な状況は不明である。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号は、同手帳記号番号払出簿から昭和

39年 10月ごろに適用漏れによる一括適用者として払い出されたものと推認で

き、その時点では、申立期間の一部は時効により保険料を納付することができ

ない期間である上、申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうか

がわせる事情も見当たらない。 

   さらに、申立期間当時、申立人と同居していた家族の国民年金保険料の納付

状況を確認したところ、申立期間のうち、昭和 37年 10月から 39 年３月まで

の期間において同居していた申立人の長姉についても、当該同居期間の保険料

は未納となっており、申立人の父親が家族全員の国民年金保険料を納付してい

たとは考え難い。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



北海道国民年金 事案 1533 

 

第１ 委員会の結論                              

   申立人の昭和 46年４月から 47年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。   

   

第２ 申立の要旨等 

１  申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

   住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

   申 立 期 間 ： 昭和 46年４月から 47年３月まで 

    昭和 47 年４月に妻と共にＡ市Ｂ区役所で国民年金の加入手続を行った際

に、保険料を 遡
さかのぼ

って納付することができると説明を受けたので、昭和 46

年度の１年分の保険料をその場で納付した記憶がある。領収書は国民年金手

帳の裏表紙にはり付けておいたが、紛失してしまった。 

申立期間が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 47年４月に国民年金の加入手続を行った際、昭和 46年度の

保険料を 遡
さかのぼ

って納付したとしているが、申立人の国民年金手帳記号番号が払

い出された時期は、前後の同記号番号の被保険者状況調査により、50年 12月

ごろと推定され、申立期間は特例納付によるほかは、時効により保険料を納付

することができない期間であり、申立期間に別の国民年金手帳記号番号が払い

出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

また、特殊台帳（マイクロフィルム）により、ⅰ）申立人の昭和 47 年度の

国民年金保険料月別納付欄に「附則 18 条 47.4 から 48.3 まで 10,800 円

50.12.22」の記載があることから、47 年度の１年分の保険料については、昭

和 50年 12月 22日に特例納付（第２回特例納付：昭和 49年１月から 50年 12

月まで実施）で一括納付されていること、ⅱ）申立人の国民年金保険料納付記

録が 46 年度までは未納とされていることが確認できることから、申立人が加

入手続時に納付した１年分の保険料は 47 年度の保険料であり、申立期間につ

いては未納であったものと推認できる。 

さらに、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）は無いほか、申立人は、申立期間の保険料納付について、



１年分をまとめて納付したという以外に記憶が曖昧
あいまい

であり、申立期間の保険料

が納付されていたことをうかがわせる周辺事情は見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



北海道国民年金 事案 1534 

 

第１ 委員会の結論                              

   申立人の平成６年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

   

第２ 申立の要旨等 

１  申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 49年生 

   住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

   申 立 期 間 ： 平成６年１月から同年３月まで 

    私は、平成５年８月に勤務していた会社を退職した際に国民健康保険に加

入し、その後、20 歳になって社会保険事務所（当時）で国民年金加入手続

を行い、次の就職が決まるまでの間、国民健康保険料と国民年金保険料を銀

行や郵便局で毎月一緒に納付していたと記憶している。 

    また、当時同居していた母親も、私の申立期間の国民年金保険料納付の事

実を知っている。 

    申立期間以降に保険料を納付しなかった期間があることは認識している

が、申立期間については、20 歳の時に国民年金に加入し保険料を納付した

と記憶しているので、当該期間が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、20 歳に到達した平成６年＊月に国民年金に加入し保険料を納付

していたとしているが、申立人が当該加入手続時に持って行ったとする年金手

帳には国民年金手帳記号番号の記載が無く、申立期間当時に国民年金手帳記号

番号が払い出された形跡は見当たらないことから、申立期間は国民年金の未加

入期間であり、保険料を納付することができない。 

   また、申立人から国民年金加入手続、厚生年金保険との切替手続及び保険料

納付に関する具体的な説明は得られない。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見受けられない。 



これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



北海道国民年金 事案 1535 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 41年４月から 47年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和４年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41年４月から 47年３月まで 

    私は、昭和 38年 10月に私の夫が夫婦の国民年金加入手続を行ってくれた

以降、夫婦二人分の保険料を納付してきた。夫が自営業を辞めて、Ａ社に就

職してからも、保険料は銀行の渉外員に頼むなどして継続して納付していた

はずである。 

  申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  申立人は、申立人の国民年金加入手続は申立人の夫が行ったとして自分自身

は関与しておらず、その夫が昭和 41 年３月の時点で厚生年金保険被保険者と

なったことにより、申立期間は国民年金の任意加入期間となるため、その夫に

申立人の国民年金任意加入被保険者への種別変更手続について聴取したもの

の、申立人の任意加入手続を行ったことをうかがわせる具体的な供述は得られ

なかった上、特殊台帳（マイクロフィルム）及びＢ市の過年度納付記録簿は共

に申立人の国民年金任意加入年月日が昭和 47 年４月１日で一致していること

からみて、申立期間は国民年金の未加入期間であったものと推認でき、未加入

期間は保険料を納付することができない期間である。 

  また、申立人は、申立期間の国民年金保険料の納付を銀行の渉外員に依頼し

たとしているが、Ｂ市の当該期間における保険料収納方式は印紙検認方式であ

り、当時の納付方法とは一致していない上、その当時、国民年金手帳を所持し

ていたことについての申立人の記憶も曖昧
あいまい

である。 

  さらに、申立期間は 72 か月と長期間である上、当該期間に申立人に対し、

別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡も見当たらないほか、申立人が



申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定

申告書等）は無く、ほかに当該期間の保険料を納付したことをうかがわせる周

辺事情も見当たらない。 

  これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



北海道国民年金 事案 1536 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 61 年７月から平成元年２月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 61年７月から平成元年２月まで 

  私は、昭和 61 年７月に退職し、Ａ共済組合の健康保険の任意継続期間が

終了する 63 年７月に、Ｂ市Ｃ区役所に国民健康保険について相談に行った

際、「満 60 歳までは、国民年金に加入できる。」旨の指摘を受けて、同日に

国民年金の加入手続を行った。 

  国民年金保険料は送付された納付書により、昭和 63年８月に 61年７月ま

でさかのぼった期間の保険料 15万 2,700円を納付した。その後は、毎月納

付書により保険料を納付し、途中から口座振替に切り替えて納付していたは

ずである。 

  当時の領収書は紛失しているが、申立期間が未納とされていることに納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 63 年７月にＢ市Ｃ区役所において国民年金に加入し、同年

８月に 61年７月までさかのぼった保険料 15万 2,700円を納付したと主張して

いるが、申立人は、61 年７月に退職した後、同年８月からＡ共済組合年金を

受給していることが確認できることから、申立期間は、国民年金に任意加入す

ることは可能な期間であるものの、申立人が国民年金に加入したとする 63 年

７月時点では、61 年７月までの保険料をさかのぼって納付することはできな

いことから、申立人の主張には不自然さがみられる。 

また、申立人に対し、申立期間に国民年金手帳記号番号が払い出された形跡

は見当たらないことから、当該期間は国民年金の未加入期間であったものと推

認でき、未加入期間は保険料を納付することができない期間である。 

さらに、申立人は、申立期間に係る国民年金保険料の納付場所、納付時期及



び納付金額に係る記憶は明確でないところ、申立人はその所持する「日記」、

「各月支払予定明細表」、「年間収支等計算試案」及び「金銭出納帳」などが国

民年金保険料を納付していたことの根拠であるとしているが、その「日記」に

は、申立人の妻の未納期間に係る過年度保険料「152,700 円」の記載が見られ

る上、「各月支払予定明細表」、「年間収支等計算試案」及び「金銭出納帳」に

記載された国民年金保険料相当額は一人分のものとみられることから、申立人

の申立期間と同じ期間の保険料が納付済みと記録されている申立人の妻の納

付記録を裏付けるものとしてみることが妥当と考えられる。 

加えて、申立人の妻から申立人が申立期間に係る国民年金保険料を納付して

いたことをうかがわせる供述は得られなかった上、ほかに申立期間の保険料が

納付されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



北海道国民年金 事案 1537 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 48年 11 月から 50年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年 11月から 50年３月まで              

  私は、昭和 48年 11月に婚姻した際に、私の夫がＡ市Ｂ区役所で私の国民

年金加入手続を行ってくれた上、保険料は自分で納付してきたはずなので、

申立期間が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、自身の国民年金加入手続は、申立人の夫が行ったとして、自分自

身は関与していない上、その夫から当時の加入手続状況について聴取すること

ができないことから、申立期間に係る国民年金加入手続状況は不明である。 

また、申立人が所持する国民年金加入時に交付されたとする国民年金手帳に

は、資格取得年月日が昭和 50年４月 25日、被保険者の種別は「任」と記載さ

れていることから、申立人が国民年金に任意加入したのはこの時点であると確

認できるほか、申立期間に申立人に対し別の国民年金手帳記号番号が払い出さ

れた形跡も見当たらないことから、申立期間は国民年金の未加入期間であった

ものと推認でき、未加入期間は保険料を納付することができない。 

さらに、申立人の申立期間当時の国民年金保険料の納付場所、納付方法及び

納付金額等に係る記憶は曖昧
あいまい

である上、申立人が申立期間の国民年金保険料を

納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期

間の保険料が納付されたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



北海道厚生年金 事案 1944 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

   住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 31年８月１日から 34年 10月１日まで 

申立期間については、Ａ社Ｂ支店においてＣ職として勤務していたので、

厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

   

第３ 委員会の判断の理由 

複数の同僚の供述から判断すると、期間を特定することはできないものの、

申立人がＡ社Ｂ支店に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、オンライン記録により、Ａ社Ｂ支店は昭和 38 年６月１日に

厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっていることから、同社Ｄ支店に照

会したが、「申立期間当時の資料を保存していないため、申立人が勤務してい

たか否かについて不明であるが、申立期間当時の厚生年金保険の適用について

は、雇用形態により適用しない場合もあったと考えられる。」と回答しており、

申立人の勤務状況及び厚生年金保険の適用状況について確認できなかった。 

また、オンライン記録により、申立人から名前が挙がった同僚一人及び当該

事業所において厚生年金保険被保険者記録が確認できる10人の合計11人に照

会し 10 人から回答があり、その中で自身の勤務期間について供述があった８

人のうち、「私は、Ｅ職であった。」とする一人を除く７人については、ⅰ）

自身が記憶する入社時期から、それぞれ、１年８か月から６年後に同保険の被

保険者資格を取得したことが確認できること、ⅱ）このうち４人は、いずれも

「正社員になったころから厚生年金保険に加入した。」と供述していること、

ⅲ）これらの者から、同保険に加入する前の期間において給与から同保険料を

控除されていたことをうかがわせる供述は得られなかったことを踏まえると、

当時、当該事業所では、採用後一定期間をおいて厚生年金保険の被保険者資格

を取得した旨の届出を行う取扱いがあったものと考えられるところ、申立人は、



「正社員になるための試験を受ける前に退職した。」と供述している。 

さらに、Ａ社Ｂ支店の健康保険厚生年金保険被保険者名簿を確認したが、申

立期間について申立人の記録は無く、健康保険の整理番号に欠番も無いことか

ら、申立人の記録が欠落したものとは考え難い。 

加えて、申立期間について厚生年金保険料が事業主により給与から控除され

ていたことを確認できる給与明細書等の関連資料も無い。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について、確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



北海道厚生年金 事案 1945 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

   住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 55年３月 31日から同年４月１日まで 

昭和 48年４月１日から 55年３月 31日までの期間、Ａ社に勤務していた

が、厚生年金保険被保険者記録では、55年３月 30日付けで退職した記録と

なっている。同日は日曜日であり、翌日の 31 日に月末及び年度末の仕事を

終わらせてから退職したので、被保険者記録を訂正してほしい。 

   

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録、Ａ社から提出された在籍期間が記載された勤務証

明書及び申立人の供述から判断すると、申立人は申立期間において同社に勤務

していたことは推認できる。 

しかしながら、当該事業所は、「申立期間当時の給与台帳は既に廃棄してお

り、当時の社会保険事務担当者も退職していることから、この当時の厚生年金

保険の手続状況については分からない。」と回答している。 

また、当該事業所が加入しているＢ厚生年金基金から提出された加入員記録

原簿には、申立人の資格喪失日は昭和55年３月31日と記載されており、また、

当該事業所に係る申立人の健康保険厚生年金保険被保険者原票には、申立人の

健康保険継続療養受給届が併せて保存されているところ、この受給届の資格喪

失欄にも同日が記載されており、それぞれオンライン記録と一致する。 

さらに、オンライン記録により、当該事業所において厚生年金保険被保険者

記録が確認できる同僚９人に照会し６人から回答が得られたところ、複数の同

僚から申立期間当時に社会保険事務を担当していたとして名前が挙がった者

は、「申立期間当時は、月をまたいで退職する場合は、厚生年金保険料が１か

月分掛らないように、月末付けで事務手続をしていたと記憶している。本人の

希望を確認した上で手続していたと思う。」と供述していることから、当該事



業所から提出された「退職金支給明細一覧」及び「健康保険厚生年金保険被保

険者証の記号番号一覧」により、退職年月日が昭和 56年３月 31日と記載され

ている同僚一人についてオンライン記録と照合したところ、同日に厚生年金保

険被保険者の資格を喪失している上、退職年月日が年内最終営業日である 53

年 12月 28日及び 54 年 12月 28日と記載された同僚二人についても、オンラ

イン記録により、それぞれ 12月 29日に厚生年金保険被保険者の資格を喪失し

ていることが確認できることから、月をまたがないように事務手続をしていた

とする同僚の供述に符合する記録となっている一方で、この３人の同僚から当

該事業所における厚生年金保険の事務手続及び厚生年金保険料の控除につい

ての供述は得られなかった。 

加えて、申立期間について厚生年金保険料が事業主により給与から控除され

ていたことを確認できる給与明細書等の関連資料も無い。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について、確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



北海道厚生年金 事案 1946 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 39年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59年 10月から平成元年５月１日まで 

Ａ社には昭和 59年 10月に入社し、平成２年３月に退職するまで継続して

勤務していた。しかし、社会保険事務所(当時)の記録によると申立期間につ

いては厚生年金保険の加入記録が無いとのことである。申立期間について、

厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、雇用保険の被保険者記録により、申立期間のうち、昭和 60 年７

月１日から 61年 12月 20日までの期間及び 62年５月１日から平成元年５月１

日までの期間、Ａ社に勤務していたことは確認できる。 

しかしながら、Ａ社に照会したところ、「当時の資料は廃棄済みである。」

と回答していることから、申立人の勤務状況及び厚生年金保険の適用状況につ

いて確認することはできない。 

また、申立人が名前を挙げた同僚 11 人に照会したところ、７人から回答が

あり、そのうち、申立人を記憶していた５人は、いずれも申立人の入社時期に

ついて正確な記憶が無い上、回答のあった者は、「入社後しばらくは厚生年金

保険に加入しないことを会社から聞いていた。当時は、給料が安く生活が苦し

かったので、入社後 10 年ぐらいは厚生年金保険に加入しなかった。」、「入

社して３か月間は見習い期間であり、健康保険、厚生年金保険には加入できな

かった。」、「当時、若い従業員は、趣味に利用できる金銭を確保するため、

給与手取額を多くする手段として健康保険、厚生年金保険に加入しない者が多

くいた。」と供述している。 

なお、回答のあった７人のうち自身の入社日を記憶していた二人についてみ

ると、入社日から厚生年金保険加入日まで、一人は半年間、残る一人は１年近



く期間を要していることが確認できる。 

これらのことを踏まえると、当該事業所では、試用期間及び従業員の希望等

の状況を勘案して厚生年金保険の加入の判断を行っていたことがうかがえる。 

さらに、申立人が厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた事

実を確認できる給与明細書等の資料は無い。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 



北海道厚生年金 事案 1947 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

 １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

住 所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 31年３月７日から 38年１月１日まで 

年金記録を確認したところ、申立期間は脱退手当金を受給しているとのこ

とであったが、脱退手当金が支給された時期は、出産のため入院中であり、

また、当時は銀行口座を開設していなかったので、脱退手当金を請求したこ

とも、受給した記憶も無い。申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が勤務していた事業所の厚生年金保険被保険者名簿に申立人の氏名

が記載されているページとその前後２ページに記載されている女性のうち、申

立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和 38 年１月の前後２年以内

に資格喪失し、かつ、受給資格のある 35 人について脱退手当金の支給記録を

確認したところ、申立人を含め 28 人に脱退手当金の支給記録があり、そのう

ち二人は、「当時、同僚の間では脱退手当金のことが話題になっており、脱退

手当金を受給するのが当たり前であった。私は、社会保険事務所（当時）に出

向いて脱退手当金を受け取ったと思う。」と供述している。 

   また、申立人は、申立期間後に別の事業所で厚生年金保険被保険者資格を取

得しているが、その厚生年金保険被保険者記号番号は、申立期間当時とは別の

記号番号が新たに付番されていることが確認でき、脱退手当金を受給したため

に記号番号が異なっているものと考えるのが自然である。 

さらに、申立期間の脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無く、一連の事務

処理に不自然さはうかがえない上、申立人から聴取しても受給した記憶が無い

というほかに脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当た



らない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



北海道厚生年金 事案 1948 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 46年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 62年４月ごろから平成元年７月ごろまで 

             ② 平成元年７月ごろから２年９月ごろまで 

申立期間①については、Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務していたので、厚生

年金保険料控除の事実を確認できる資料等は無いが、厚生年金保険の被保険

者として認めてほしい。 

申立期間②については、Ｃ社に勤務していたので、厚生年金保険料控除の

事実を確認できる資料等は無いが、厚生年金保険の被保険者として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①のうち昭和62年４月１日から平成元年３月31日までの期間に

ついて、雇用保険の加入記録により、申立人がＡ社に勤務していたことは

認められる。 

しかしながら、オンライン記録によると、当該事業所は、平成９年９月

１日に厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間①当時は適用事

業所に該当していなかったことが確認できる上、同日から当該事業所にお

いて厚生年金保険の被保険者であったことが確認できる者について同保険

の加入記録を確認したところ、申立期間①は別の事業所において同保険の

加入記録が確認できるか、あるいは、厚生年金保険に加入した形跡は無い。 

また、当該事業所に照会したところ、｢申立期間①当時、社会保険に未加

入のため、申立てどおりの届出を行っておらず、厚生年金保険料も納付し

ていない。当然、厚生年金保険料も給与から控除していない。申立期間当

時の資料が無いため、その当時、勤務していた者も不明である。｣と回答し

ている。 



さらに、申立人が名前を挙げた同僚４人は、所在不明により、当該事業

所における厚生年金保険料控除の事実について確認することができない。 

加えて、申立人は、「当該事業所から健康保険証は交付されていない。」

と述べている上、申立人及び申立人の両親は、「申立人は申立期間①当時、

国民健康保険に加入していた。」と述べている。 

その上、申立人が申立期間①において、厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無く、申立人

も厚生年金保険料が給与から控除されていたことに関する具体的な記憶は

無い。 

このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

２ 申立期間②について、申立人の申立内容、Ｃ社の取締役であった者及び申

立人の両親の供述から判断すると、時期及び期間は特定できないものの、

申立人が当該事業所に勤務していたことが推認できる。 

しかしながら、オンライン記録によると、当該事業所は既に厚生年金保

険の適用事業所に該当しなくなっていることから、当時の事業主に照会し

たところ、「すべて確認できない。」と回答しており、前述の取締役であ

った者は、「当該事業所は従業員の出入りが激しいため１年ぐらい見習い

期間があり、その期間は社会保険には加入していない。」と述べている。 

さらに、オンライン記録により、申立期間②当時に当該事業所において

厚生年金保険の被保険者であったことが確認できる者 18人に照会したとこ

ろ、回答があった４人は共に、「申立人のことは知らない。」と述べてお

り、当該同僚が社会保険事務を担当していたとする者からは、協力を得ら

れなかったため、申立人の申立期間②に係る厚生年金保険の適用状況につ

いて確認できる供述を得ることはできない。 

加えて、申立人は、「当該事業所から健康保険証は交付されていない。」と

述べている上、申立人及び申立人の両親は、「申立人は申立期間②当時、国

民健康保険に加入していた。」と述べている。  

その上、申立人が申立期間②において、厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無く、申立人

も厚生年金保険料が給与から控除されていたことに関する具体的な記憶は

無い。 

このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 



これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間②に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



北海道厚生年金 事案 1949 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 35年６月ごろから 36年 10月ごろまで 

申立期間は、Ａ社にＢ職として勤務していたので、厚生年金保険料控除の

事実を確認できる資料等は無いが、申立期間について、厚生年金保険の被保

険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間について、申立人はＡ社の事務所所在地、業種、事業主の名前及び

当該事業所において厚生年金保険の被保険者であった者の名を記憶している

ことから判断すると、時期及び期間は特定できないものの、申立人が当該事

業所に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、オンライン記録によると、当該事業所は昭和 57 年 12 月 29

日に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっており、当時の事業主も所

在が不明であるため、申立人の勤務実態及び厚生年金保険の適用状況につい

て確認することができない。 

   また、申立人が名前を挙げた同僚二人のうち姓のみ記憶している同僚一人は

既に死亡しており、他の名前のみ記憶している同僚一人に照会したところ、

「申立人の名前に記憶は無く、勤務していたか否かは分からない。当該事業

所における厚生年金保険の加入状況については分からない。」と述べている。 

さらに、オンライン記録により、申立期間に当該事業所において厚生年金

保険の被保険者であったことが確認できる者 16人（前述の同僚二人を除く。）

のうち、所在が確認できた６人に照会したところ、唯一回答が得られた一人

は、「申立人の名前に記憶は無く、勤務していたか否かは分からない。」と

述べており、申立人の申立期間に係る勤務実態及び厚生年金保険の適用状況

について確認できる供述を得ることはできない。 



   加えて、当該事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、申立人が申

立期間において、厚生年金保険の被保険者資格を取得した記録は無く、一方、

同名簿において健康保険の整理番号に欠番も無いことから、申立人の記録が

欠落したものとは考え難い。 

   その上、申立人が申立期間において、厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無い。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 



北海道厚生年金 事案 1950 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ：  昭和 21年２月１日から 25年まで 

    厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ省Ｂ局（当時）に勤

務していた申立期間の加入記録が無い旨回答をもらった。Ａ省Ｂ局には勤務

したことは確かであるので、申立期間を厚生年金保険の被保険者として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持する「Ｂ局史」の昭和24年10月１日付けの職員名簿によると、

Ｃ課の職員として申立人の氏名が記載されている上、Ｄ省Ｅ局Ｆ課に照会した

ところ、｢申立人は、昭和 21年４月 30日から 25年１月 1日までの期間、Ｇ員

として勤務していた。｣と回答していることから、申立人は、当該期間におい

て、Ａ省Ｂ局に勤務していたことが確認できる。 

しかしながら、オンライン記録によると、当該事業所は厚生年金保険の適用

事業所としての記録が確認できない。 

また、Ｄ省Ｅ局Ｆ課は、｢当時の厚生年金保険の適用状況については不明で

ある。｣と回答しており、申立人に係る厚生年金保険料控除の事実について確

認することができない。 

さらに、申立人が名前を挙げた同僚二人及び前述の職員名簿に記載されたＣ

課の職員のうち所在が特定できた一人の年金記録を確認したところ、申立期間

は別の事業所において厚生年金保険の加入記録が確認できるか、あるいは、厚

生年金保険に加入した形跡は無い上、このうちの一人は、｢Ｂ局では厚生年金

保険には加入していなかった。｣と述べている。 

加えて、申立人が申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無い。 



このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



北海道厚生年金 事案 1951 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①及び③について、厚生年金保険被保険者としてその主

張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことを認めることはできない。 

また、申立期間②及び④について、厚生年金保険の被保険者期間であったと

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男  

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 45年 12月４日から 46年３月 20日まで 

             ② 昭和 46年３月１日から同年３月 20日まで 

             ③ 昭和 47年 12月 18日から 48年３月 20日まで 

             ④ 昭和 48年３月１日から同年３月 20日まで 

申立期間①は、Ａ社Ｂ工場に季節雇用のＣ作業員として勤務しており、当

時の同社の募集広告によれば、７万 6,100円の給与を支給されていたと思う

が、オンライン記録では、申立期間①に係る厚生年金保険の標準報酬月額が

６万円と記録されている。 

申立期間③は、Ｄ社Ｅ工場に季節雇用のＣ作業員とし勤務しており、当時

の日記によれば、７万 8,175円の給与を支給されていたが、オンライン記録

では、申立期間③に係る厚生年金保険の標準報酬月額が６万円と記録されて

いる。 

申立期間①及び③の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

申立期間②は、昭和 46年３月 19日までＡ社Ｂ工場に勤務していたにもか

かわらず、同年３月が厚生年金保険の被保険者期間となっていないのはおか

しい。 

申立期間④は、昭和 48年３月 19日までＤ社Ｅ工場に勤務していたにもか

かわらず、同年３月が厚生年金保険の被保険者期間となっていないのはおか

しい。 

厚生年金保険料の給与からの控除を確認できる給与明細書等は無いが、申

立期間②及び④について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほ



しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①及び③については、申立人は、「実際に支給されていた給与額

に対して、オンライン記録で確認できる標準報酬月額が低額である。」と主

張するが、申立期間①については、申立人が保管するＡ社の当時の季節従業

員募集広告及び同社Ｂ工場の雇入契約書により、申立期間③については、Ｄ

社Ｅ工場の雇入契約書により、申立人が、いずれも日給により報酬が定めら

れる者であったことが確認できるところ、厚生年金保険法（昭和 29 年法律

第 115号）第 22条第１項により、「厚生労働大臣（当時は「厚生大臣」）は、

被保険者の資格を取得した者がある時は、次の各号に規定する額を報酬月額

として、標準報酬月額を決定する」と規定され、同項第２号により、「日、

時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格

を取得した月前１か月間に、当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同

様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額」と規定されていること

から、申立人が両申立期間において被保険者資格を取得した際に決定された

標準報酬月額が、申立人が実際に支払いを受けた報酬額と異なっていたとし

ても不自然ではない。 

また、厚生年金保険法第 23 条第１項によれば、「厚生労働大臣は、被保

険者が現に使用される事業所において継続した３月間（各月とも、報酬支払

の基礎となった日数が、17 日以上（当時は、「20 日以上」）でなければなら

ない。）に受けた報酬の総額を３で除して得た額が、その者の標準報酬月額

の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要

があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた

月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる」と規定されているこ

とから、仮に、申立人が、両申立期間において、12 月、１月及び２月の３

か月間継続して、被保険者資格を取得した際に決定された標準報酬月額を著

しく上回る報酬を支払われていたとしても、いずれも翌月の３月には被保険

者資格を喪失していたため、標準報酬月額の改定にも該当しなかったものと

考えられる。 

２ 申立期間①については、申立人が保管するＡ社の当時の季節従業員募集広

告において、初任者の場合、業務内容、稼働日数、夜勤回数及び残業時間数

に応じて６万4,300円から７万6,100円の税込月収が得られる旨の記載が確

認できるが、当該広告からは、申立人が申立期間①において実際に支給され

ていた報酬額を特定することはできない上、申立人が健康保険厚生年金保険

被保険者原票で確認できる標準報酬月額に見合う額を上回る厚生年金保険

料を給与から控除されていた事実までは確認できない。 

また、Ａ社及びＡ社健康保険組合に照会したところ、いずれも当時の資料



は廃棄済みであるため、申立人の主張を裏付ける資料を得ることはできなか

った。 

さらに、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票によれば、

申立人と同日の昭和45年12月４日に当該事業所で厚生年金保険の被保険者

資格を取得したことが確認できる者28人のうち26人の申立期間①における

標準報酬月額は、いずれも６万円であることが確認できるほか、他の二人の

申立期間①における標準報酬月額は、それぞれ３万 9,000 円、４万 2,000

円であることが確認でき、６万円を超える標準報酬月額が記録されている者

はいない。 

加えて、オンライン記録により、前述の厚生年金保険被保険者 28 人のう

ち生存及び所在が確認された者８人に照会したものの、いずれも、健康保険

厚生年金保険被保険者原票で確認できる標準報酬月額に見合う額を上回る

厚生年金保険料を給与から控除されていたことをうかがわせる供述や資料

を得ることはできなかった。 

その上、申立人の健康保険厚生年金保険被保険者原票によれば、申立人が

昭和45年12月４日に当該事業所で厚生年金保険の被保険者資格を取得して

から、46年３月 20日に同資格を喪失するまで、標準報酬月額の記録が訂正

された形跡は無い。 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の給与

からの控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

３ 申立期間③については、申立人が保管する申立期間③当時の日記において、

申立人が昭和 48 年１月に総額で７万 8,175 円の給与を支給された旨の記載

が確認できるが、当該日記からは、申立人が健康保険厚生年金保険被保険者

原票で確認できる標準報酬月額に見合う額を上回る厚生年金保険料を給与

から控除されていた事実までは確認できない。 

また、Ｄ社に照会したところ、申立人に係る賃金台帳等の資料は廃棄済み

であるため、申立人の主張を裏付ける資料は得られなかった上、同社が保管

する健康保険厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書

により、同社が社会保険事務所（当時）に対し、申立人の報酬月額を６万

1,600円として届け、これに基づいて標準報酬月額が６万円と決定されたこ

とが確認できる。 

さらに、Ｄ社健康保険組合に照会したところ、当時の資料は廃棄済みであ

るため、申立人の主張を裏付ける供述や資料は得られなかった。 

加えて、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票によれば、

申立人と同日の昭和 47年 12月 18日に当該事業所で厚生年金保険の被保険

者資格を取得したことが確認できる者 15 人の申立期間③における標準報酬

月額は、いずれも６万円であることが確認でき、６万円を超える標準報酬月

額が記録されている者はいない。 



その上、申立人が当該事業所で一緒に勤務していたとする同僚一人に照会

したところ、同人が保管する昭和 47年 12月分から 48年２月分までの厚生

年金保険料納付明細書に記載された保険料額 1,920 円に見合う標準報酬月

額は６万円であることから、同人の健康保険厚生年金保険被保険者原票で確

認できる標準報酬月額に見合う厚生年金保険料が給与から控除されていた

ことが確認できるほか、オンライン記録により、前述の厚生年金保険被保険

者 15 人のうち、生存及び所在が確認された者４人のうち前述の申立人が名

前を挙げた同僚一人を除く３人に照会したものの、いずれも、これらの者の

健康保険厚生年金保険被保険者原票で確認できる標準報酬月額に見合う額

を上回る厚生年金保険料を給与から控除されていたことをうかがわせる供

述や資料を得ることはできなかった。 

なお、申立人の健康保険厚生年金保険被保険者原票によれば、申立人が昭

和 47年 12月 18日に当該事業所で厚生年金保険の被保険者資格を取得して

から、48年３月 20日に同資格を喪失するまで、標準報酬月額の記録が訂正

された形跡は無い。 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の給与

からの控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

４ これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間①及び③について、申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料を各事業主により給与から控除されていたことを認めること

はできない。 

５ 申立期間②及び④については、申立人は、「昭和 46年３月 19 日にＡ社Ｂ

工場を、48年３月 19日にＤ社Ｅ工場をそれぞれ退社したので、両社が各年

３月分の厚生年金保険料を負担することを嫌って、社会保険事務所に同保険

料を納付しなかったのが原因であり、これは、消えた年金になるので、両社

から同保険料を徴収して、私の年金額に反映させてほしい。」と主張するが、

厚生年金保険法第 14条により、「次の各号のいずれかに該当するに至った日

の翌日に、被保険者の資格を喪失する」と規定され、同条第２号では、「そ

の事業所又は船舶に使用されなくなったとき」と規定されている上、同法第

19条では、「被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険

者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入

する」と規定されているところ、申立人が保管する雇入契約書によれば、申

立人の申立期間②に係るＡ社Ｂ工場の退職日は昭和 46年３月 19日、申立期

間④に係るＤ社Ｅ工場の退職日は48年３月19日であることがそれぞれ確認

できることを踏まえると、同法の規定により、厚生年金保険被保険者資格の

喪失日はそれぞれ 46年３月 20日、48年３月 20日となり、被保険者期間は

その前月の両年２月までとなることから、オンライン記録は同法の規定に適

合している。 



これらを総合的に判断すると、申立期間②及び④について、厚生年金保険

の被保険者期間であったと認めることはできない。 

なお、仮に、申立人が、申立期間②及び④について厚生年金保険料を給与

から控除されていたとしても、前述のとおり、当該期間は同保険の被保険者

期間に算入されない期間であることから、当該期間について、厚生年金保険

の被保険者期間であったと認めることはできない。 

 



北海道厚生年金 事案 1952 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  平成 15年１月 10日から同年 12月 31日まで 

申立期間はＡ社に取締役として勤務していたが、社会保険庁（当時）の記

録では、厚生年金保険の標準報酬月額が、さかのぼって引き下げられている

ことが判明した。 

申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人が取締役を務めていたＡ社は、平成 15 年

12月 31日に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっていることが確認で

きるところ、申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額の記録は、

その後の 16 年１月 27 日付けで、50 万円が９万 8,000 円にさかのぼって減額

訂正されていることが確認できる。 

しかし、オンライン記録により、申立期間の一部において当該事業所で厚生

年金保険の被保険者であったことが確認できる者に照会したところ、「申立人

は、申立期間においては実際上の社長であり、社会保険事務についても、総務

部長及び総務の担当者が退職してからは申立人が責任者であった。」と供述し

ている上、オンライン記録によると、平成 15年 10月２日から当該事業所が同

保険の適用事業所に該当しなくなる同年 12月 31日までの期間において、同保

険の被保険者であった者は申立人だけであったことが確認できるとともに、申

立人が当該事業所の代表取締役であったとする者も、同年２月 28 日に当該事

業所で厚生年金保険被保険者資格を喪失していることが確認できる。 

また、前述の厚生年金保険被保険者であった者は、「申立期間当時は売上げ

が落ちて資金繰りが大変になり、社会保険料も期日までに納付できなくなった

ので、社会保険事務所（当時）に出向き、納付を待ってもらうよう頼んだこと



があった。そのことを申立人に話すと、申立人から、申立人の給与額を引き下

げるように指示されたことを記憶している。」と供述している上、当該事業所

の滞納処分票によると、平成 16年１月 20日以降は申立人が直接対応している

ことが確認できるとともに、同日において、申立人が「平成 15 年２月から役

員報酬を受けていない。」との説明を行ったことに対し、社会保険事務所が報

酬月額の訂正に係る届出を指示し、この結果、３日後の 16年１月 23日に申立

人が社会保険事務所に出向き、当該事業所が 15年 12月 31日に厚生年金保険

の適用事業所に該当しなくなった旨の届出及び申立人の標準報酬月額訂正に

係る届出を行ったことが確認できることを踏まえると、申立人は、上記減額訂

正処理が行われた当時において、社会保険事務に係る当該事業所の意思決定に

ついて一定の権限を有しており、当該処理に関与していなかったとは認め難い。 

これらの事情を総合的に判断すると、当該事業所の取締役である申立人が、

自らの標準報酬月額の記録訂正に関与しながら、この減額処理が有効なもので

はないと主張することは、信義則上許されず、申立人の申立期間における厚生

年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 



北海道厚生年金 事案 1953 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 12年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 24年５月から 25年 11月１日まで 

昭和 24年５月ごろにＡ社Ｂ出張所にＣ業務及びＤ業務担当として入社し、

結婚して子供が生まれた後の 26 年２月に退職するまで勤務していたが、申

立期間について厚生年金保険の加入記録が確認できない。 

厚生年金保険料の給与からの控除を確認できる給与明細書等は無いが、

申立期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

(注） 申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の妻が、「私は、申立人と結婚するため、昭和 24年 10月ごろ、Ａ社

Ｅ出張所から申立人が勤務していた同社Ｂ出張所に異動し、25年 12月に長男

を出産した。」と供述していることから判断すると、期間の特定はできないも

のの、申立人が申立期間においてＡ社Ｂ出張所に勤務していたことは推認でき

る。 

しかしながら、事業所名簿によると、Ａ社Ｂ出張所が厚生年金保険の適用事

業所となったのは昭和 25年 11月１日であり、申立期間においては同保険の適

用事業所に該当していなかったことが確認できる。 

また、事業所名簿によれば、Ａ社Ｂ出張所は昭和 27年９月 30日に厚生年金

保険の適用事業所に該当しなくなっており、当時の事業主も不明であるほか、

同社を継承するＦ社に照会したものの、「Ａ社の後身であるＧ社は、合併時に

は消滅会社となったため、同社の関係資料は残されておらず、当時を知る者も

いない。」と回答しており、当該事業所における同保険の適用状況等について

確認することはできなかった。 



さらに、申立人が当該事業所で一緒に勤務していたとする同僚５人のうち３

人は、Ａ社及び同社Ｂ出張所のいずれの健康保険厚生年金保険被保険者名簿

（以下「被保険者名簿」という。）にも該当が無いほか、他の一人は、Ａ社の

被保険者名簿において該当があるものの、同保険被保険者の資格取得日は昭和

27 年５月１日であり、申立期間において同社で同保険の被保険者であった形

跡が無い上、その所在が不明であり、別の一人は、同名簿において同姓の者が

複数確認できるところ、申立人が姓しか記憶していないため個人を特定するこ

とができないことから、これらの者から両事業所における厚生年金保険の適用

状況等について確認することはできない。 

加えて、申立人の妻は、「私は、昭和 24年 10月ごろにＡ社Ｂ出張所に異動

した。」と供述するところ、当該事業所の被保険者名簿によると、同人が当該

事業所において厚生年金保険の被保険者資格を取得したのは昭和25年11月１

日であったことが確認できる。 

その上、Ａ社又は同社Ｂ出張所の被保険者名簿により両事業所で厚生年金保

険の被保険者であったことが確認でき、生存及び所在が確認された者 12 人に

照会したところ、回答があった７人のうち１人は、「自分は、Ａ社Ｂ出張所に

昭和 25 年４月に入社した。」と供述しているところ、Ａ社Ｂ出張所の被保険

者名簿によると、申立人と同様に当該事業所が同保険の適用事業所となった昭

和 25年 11月１日に被保険者資格を取得したことが確認でき、同日以前に同保

険の被保険者であった形跡が無いほか、他の一人は、「Ａ社本社から同社Ｂ出

張所に異動し、この間も継続して勤務していた。」と供述しているところ、両

事業所の被保険者名簿によると、同社本社で同年８月 31 日に被保険者資格を

喪失した後、同社Ｂ出張所で同年 11 月１日に資格取得したことが確認でき、

同保険の加入期間に空白が生じている上、これらの者から、同社Ｂ出張所に勤

務しながら同社同出張所で同保険の被保険者資格を取得する前の期間におい

て同保険料が給与から控除されていたことをうかがわせる供述は得られなか

った。この一方で、当該７人のうち他の５人についても、Ａ社の被保険者名簿

により、Ａ社本社で厚生年金保険の被保険者であったことが確認できる期間に

おいて、同社Ｂ出張所に勤務していたことをうかがわせる供述は得られなかっ

たことを踏まえると、申立期間当時、Ａ社において、同社Ｂ出張所に勤務する

従業員について、同社本社で同保険に加入させる取扱いがあったことをうかが

わせる事情も無い。 

なお、申立期間について厚生年金保険料が事業主により給与から控除されて

いた事実を確認できる給与明細書等の資料も無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



北海道厚生年金 事案 1954 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 29年５月ごろから 31年５月ごろまで 

   昭和 29年５月ごろ、Ａ社Ｂ支店又はＣ社Ｂ営業所に入社し、31年５月ご

ろまで勤務した。 

   当該事業所における厚生年金保険の加入状況について確認したところ、申

立期間の加入記録が無かった。 

   年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人が所持している撮影日が裏書きされた写真及び複数の同僚の供述か

ら判断すると、期間の特定はできないものの、申立人が申立期間中においてＣ

社に勤務していたことは認められる。 

 しかしながら、Ａ社Ｂ支店では、「Ａ社Ｂ支店は、現在、社員が二人しかお

らず、当時のことはＡ社本社でなければ分からない。」と回答している上、Ａ

社本社では、「現在のＡ社は、昭和 61年に設立された会社であり、申立期間の

昭和 29 年５月当時に存在したＡ社とは別会社である。このため、当時の関係

資料が無く、申立人の勤務実態等については不明である。」と回答しているこ

とから、申立人の勤務実態及び厚生年金保険の適用について確認できない。 

 また、事業所名索引簿及びオンライン記録によると、Ｃ社Ｂ工場については、

申立期間当時、厚生年金保険の適用事業所に該当していることが確認できるも

のの、申立人が勤務していたとするＣ社Ｂ営業所については、厚生年金保険の

適用事業所に該当していた形跡が確認できない。 

さらに、申立人はＣ社Ｂ営業所の同僚として４人の名前を挙げているが、こ

のうち一人は、Ｃ社本社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、

申立期間当時、同社本社において、厚生年金保険被保険者資格を取得している



上、ほかの一人はＡ社本社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、

申立期間当時、同社本社において厚生年金保険被保険者資格を取得しているほ

か、残り二人は厚生年金保険被保険者としての記録が確認できない。 

 加えて、Ｃ社Ｂ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、申立期

間当時、厚生年金保険被保険者としての記録が確認できる同僚からは、「私は

申立期間当時、Ｄ労働組合の組合員であった。当時、Ｃ社Ｂ営業所のＥ部は、

本社から来た正社員二人とほかにＢ営業所で採用したアルバイト又は臨時社

員の二人から３人で行っていた。申立人がＣ社の同僚として名前を挙げている

４人のうち、２人はＣ社本社から派遣された正社員であり、残り２人と申立人

は現地のＢ営業所で採用されたアルバイト又は臨時社員であった。」との供述

があった上、申立人が名前を挙げたＡ社Ｂ支店の同僚からも同様の供述があっ

たほか、これら同僚の供述は、先述の被保険者名簿の記録とも符合している。 

 その上、申立人は、申立期間について、厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料が無く、申立人も、

厚生年金保険料が控除されていたことに関する具体的な記憶が無い。 

 このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、  

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



北海道厚生年金 事案 1955 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56年６月 14日から 57年６月 14日まで 

昭和 56年１月５日にＡ社にアルバイトのＢ業務員として入社し、同年４

月に正社員となり、57年６月 14日に退職した。 

当該事業所における厚生年金保険の加入状況を確認したところ、申立期

間について加入記録が無かった。 

年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社に照会したところ、「申立期間当時の関連資料は廃棄処分しており、申

立人の厚生年金保険料の控除及び納付については分からない。」と回答してい

ることから、申立人の勤務実態及び厚生年金保険の適用状況について確認で

きない。 

   また、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票（以下「被保険

者原票」という。）によると、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日は昭

和 56 年６月 14 日となっているところ、雇用保険の被保険者記録によると、

申立人の当該事業所における離職日は厚生年金保険被保険者資格喪失日の前

日となっており、厚生年金保険と雇用保険の被保険者記録は一致している。 

   さらに、当該事業所に係る被保険者原票において、申立期間当時、厚生年金

保険の被保険者としての記録が確認できる女性の同僚からは、「私は当時、Ｂ

業務員として勤務していた。Ｂ業務員は、私のほかに男性が一人いたが、申

立人のことは覚えていない。」との供述があった上、ほかの複数の同僚からも、

「申立人は、当時、Ａ社からＢ業務を請け負っていたと思う。同社のＢ業務

員の社員は、申立人とは別の女性であった。」との供述があった。 

   加えて、当該事業所の申立期間当時の経理担当者からも、「申立人は、当初、



Ａ社のＢ業務員として入社したが、家庭の事情で退職した。その後、申立人

はＡ社にＢ業務の請負業者として出入りしていた。」との供述があった。 

その上、申立人自身も、当該事業所を退職後も当該事業所からＢ業務を請

け負っていたため、当該事業所に請負業者として出入りしていたと供述して

いる上、申立人は当該事業所に社員として勤務した期間と請負業者として出

入りした期間の記憶があいまいである。 

   なお、申立人は、申立期間について、厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料が無く、申立人も、

保険料が控除されていたことに関する具体的な記憶が無い。 

   このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



北海道厚生年金 事案 1956 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等       

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

     

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 28年７月 10日から 33年１月１日まで 

昭和 28年７月 10日から 43年３月 31日まで、Ａ社に勤務した。 

当該事業所における厚生年金保険の加入状況を確認したところ、申立期間

について加入記録が無かった。 

年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

複数の同僚の供述から判断すると、期間の特定はできないものの、申立人が

申立期間中にＡ社で勤務していたことは認められる。 

しかしながら、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿による

と、当該事業所は、昭和 29 年５月１日に厚生年金保険の適用事業所に該当し

ていることから、申立期間のうち 28年７月 10日から 29年４月 30日までの期

間は、厚生年金保険の適用事業所に該当していないことが確認できる。 

また、当該事業所が保管する厚生年金保険被保険者名簿によると、申立人の

厚生年金保険の被保険者資格の取得日は昭和 33 年１月１日、同被保険者資格

の喪失日は 43 年４月１日となっており、これは当該事業所に係る健康保険厚

生年金保険被保険者名簿の申立人の記録と一致する。 

さらに、複数の同僚は、「Ａ社では、申立期間当時、出張所採用者について

は入社と同時に厚生年金保険に加入させていなかった。入社当初に試用期間が

あり、試用期間経過後に雇員として採用され、その後、本社で正社員として採

用となった。厚生年金保険に加入するのは、本社で正社員として採用されてか

らであり、雇員の期間は、１年から３年と人により異なっており、この間は厚

生年金保険に加入していない。」と供述している上、申立人が名前を挙げた別

の同僚からも、「申立人は、Ａ社Ｂ出張所のＣ作業場で雇員として採用されて



おり、入社当初は厚生年金保険に加入していなかった。申立人は、昭和 33 年

１月ごろにＡ社本社に正社員として採用されており、この時に厚生年金保険に

加入した。」との供述があった。 

加えて、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、申立期

間及びその直後の期間において厚生年金保険被保険者記録が確認できる同僚

６人について、本人が記憶している入社時期と厚生年金保険被保険者資格取得

時期との関係をみると、入社と同時に加入している者がみられる一方、入社後

２年 11 か月後に加入している者もみられ、厚生年金保険の被保険者資格の取

得時期は一律ではなく従業員ごとに異なることが確認でき、先述の同僚の供述

と符合する。 

その上、申立人は、申立期間について、厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料が無く、申立人も、

保険料が控除されていたことに関する具体的な記憶が無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



北海道厚生年金 事案 1957 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 32年４月から 34年 12月まで 

② 昭和 35年７月から同年８月まで 

申立期間①は、Ａ社においてＢ製品の販売員として勤務していた期間であ

り、申立期間②は、同営業所の事業主に誘われて、Ｃ市にあるＤ社Ｃ営業所

に同じくＢ製品の販売員として勤務していた期間である。 

しかし、年金加入記録を調べたところ、両期間とも厚生年金保険の加入記

録が無いので、厚生年金保険に加入していたことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人が勤務していたとするＡ社は、オンライン記

録によると、厚生年金保険の適用事業所としての記録が無い上、当該事業所

の所在地を管轄する法務局においても、商業登記の記録が確認できない。 

  また、オンライン記録によると、当該事業所に類似する名称の厚生年金保

険の適用事業所として、Ｅ社が昭和 35 年７月１日に適用事業所になってい

ることが確認できるが、同社は、申立期間①において、厚生年金保険の適用

事業所に該当していなかったことが確認できる。 

さらに、申立人がＡ社の事業主であったとする者は、昭和 35 年７月１日

にＥ社において新規に厚生年金保険被保険者資格を取得したこと、及び申立

期間①に公的年金の加入記録の無いことがオンライン記録により確認でき

る上、同人は、既に死亡しているため、申立人の申立期間①における勤務の

実態及び厚生年金保険の適用状況を確認することができない。 

加えて、申立人は、当該事業所における同僚の名前を記憶しておらず、Ｅ

社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、同社が厚生年金保険の

適用事業所となった時点（昭和 35 年７月１日）に厚生年金保険被保険者資



格を取得したことが確認できる者 11 人（前述のＡ社の事業主であった者一

人を含む。）のうち、所在を確認することができた３人に対し、当該事業所

の状況及び申立人の申立期間①における勤務状況を照会したところ、いずれ

も「申立人の記憶は無い。」と供述している上、このうちの二人は「Ａ社が

存在していたことは記憶しているが、個人経営の事業所であり、厚生年金保

険には加入していなかった。」と供述している。 

その上、申立人が申立期間①において厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無く、申立人も

同保険料が控除されていたことに関する具体的な記憶は無い。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当た

らない。 

２ 申立期間②について、申立人が勤務していたとするＤ社Ｃ営業所は、オン

ライン記録によると、厚生年金保険の適用事業所としての記録が無く、申立

人は、当該事業所の所在地を記憶していないため、商業登記による確認を行

うことができない。 

  また、オンライン記録によると、当該事業所に類似する名称の厚生年金保

険の適用事業所として、Ｆ社が昭和 36 年４月１日に適用事業所になってい

ることが確認できるが、同社は、Ｇ社が 43 年１月１日にＦ社に名義変更し

た事業所であること、及び申立期間②において、厚生年金保険の適用事業所

に該当していなかったことが確認できる。 

  さらに、Ｄ社の事業を継承したＨ社Ｉ工場では「申立期間②当時の資料は

保管していないため、当時の状況は不明である。」と回答しており、申立人

の申立期間②における勤務の実態及び厚生年金保険の適用状況を確認する

ことができない。 

加えて、申立人は、当該事業所における同僚の名前を記憶しておらず、当

該事業所に入社する契機となったとする前述１のＡ社の事業主は、オンライ

ン記録によると、昭和 35年７月１日から 36年２月１日までの期間、Ｅ社に

おいて厚生年金保険被保険者資格を取得していたことが確認できることか

ら、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿及びオンライン記録によ

り、同社において厚生年金保険被保険者資格を取得していた者４人のうち所

在を確認することができた二人に対し、申立期間②における当該事業所の状

況及び申立人の申立期間②における勤務状況を照会したところ、このうちの

一人は「申立期間②当時、Ｇ社から要請を受けたＥ社の代表取締役が、Ｊ県

内の関係者に呼びかけ、多くの者がＣ市方面に移った記憶がある。Ｄ社Ｃ営

業所は、Ｅ社の代表取締役が個人的に設立した会社の一つであると思うが、

申立人の記憶は無い。」と供述していることから、申立人の申立期間②にお

ける勤務状況を確認することができなかった（他の一人は、申立人の記憶が

無いと供述している。）。 



その上、申立人が申立期間②において厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無く、申立人も

同保険料が控除されていたことに関する具体的な記憶は無い。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情も見当た

らない。 

３ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、両申立期間に係る厚生年金保険料を各

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



北海道厚生年金 事案 1958 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間   昭和 59年 12月１日から 60年９月１日まで 

昭和 53年４月から 62年４月まで、Ａ社に継続して勤務していたが、申立

期間において厚生年金保険の加入記録が無い。 

当該期間に同社に勤務していたのは間違いないので、厚生年金保険に加入

していたことを認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   複数の同僚の供述及び商業登記簿謄本に記録されている申立人の役員履歴

から判断すると、申立人は、Ａ社の取締役として申立期間に継続して勤務して

いたことが推認できる。 

   しかしながら、オンライン記録によると、当該事業所は昭和 62 年４月 30

日に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっており、申立期間当時の事業

主は既に死亡している上、商業登記簿謄本により、申立期間当時役員であった

者６人（申立人及び事業主を含む。）のうち、申立人及び事業主を除く４人に

ついては、死亡、所在不明等のため、申立人の申立期間における厚生年金保険

の適用状況について確認することができない。 

また、申立人は、申立期間における同僚の名前を記憶しておらず、オンライ

ン記録により、昭和 59年４月から 62年４月まで当該事業所において厚生年金

保険被保険者資格を取得しており、所在が確認できる８人に対し、申立人の申

立期間における厚生年金保険の適用状況について照会したところ、７人から回

答があったが、いずれの者からも、申立人が申立期間において厚生年金保険の

被保険者であったことをうかがわせる供述を得ることができなかった上、この

うちの４人からは「申立期間当時のＡ社における事業経営は厳しく、いつ倒産

してもおかしくない状況であった。」との供述が得られた。 



さらに、オンライン記録によると、上述の役員６人のうち、当該事業所にお

いて厚生年金保険被保険者資格を取得している者は４人（申立人を含む。）い

ることが確認できるところ、ⅰ）事業主である者の標準報酬月額は、昭和 60

年４月に 41万円から 34万円に減額されていること、ⅱ）事業主の妻であり、

監査役であった者は、60年１月 31日に厚生年金保険被保険者資格を喪失した

後（喪失時の標準報酬月額は 30万円）、同年４月１日に、再度被保険者資格を

取得しているが、再取得時の標準報酬月額は８万円であること、ⅲ）取締役の

一人は、59 年 12 月 30 日に厚生年金保険被保険者資格を喪失しているが、商

業登記謄本により、同人の取締役解任は 61年 10月１日となっていることが確

認できる。 

加えて、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票によると、申

立人が昭和59年12月１日に厚生年金保険被保険者資格を喪失した整理番号＊

番の同原票には、同年同月４日に申立人の健康保険証が管轄社会保険事務所

（当時）に返納されたことが確認できる。 

これらのことから、当該事業所の申立期間当時における事業経営は厳しい状

況にあり、事業主の弟であり、取締役でもあった申立人も、事業主から何らか

の協力を求められて、厚生年金保険被保険者資格をいったん喪失したことがう

かがわれる。 

その上、申立期間について、申立人が厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無く、申立人も保険

料が控除されていたことに関する具体的な記憶が無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 


